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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月30日(2020.6.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、コネクタに関し、特に回路基板上に搭載される表面実装型のコネクタに関す
る。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明は、第１のコネクタとして、上下方向において回路基板の上面に搭載され、前記
上下方向と直交する前後方向において相手側コネクタと嵌合するコネクタであって、
　前記コネクタは、複数のコンタクトと、保持部材と、シェルとを備えており、
　前記コンタクトの夫々は、被保持部と、前記回路基板に固定される被固定部とを有して
おり、
　前記保持部材は、前記被保持部を保持する保持部と、前側被規制部と、後側被規制部と
を有しており、
　前記シェルには、少なくとも一つの前側規制部と、少なくとも一つの開口部と、前記少
なくとも一つの開口部内に延びる少なくとも一つの後側規制部とが形成されており、
　前記少なくとも一つの開口部は、前記シェルの表面上においては閉じているが、前記前
後方向と直交する方向において前記シェルを貫通しており、
　前記少なくとも一つの前側規制部は、前記前側被規制部の前側に位置し、前記前側被規
制部の前方への移動を規制しており、
　前記少なくとも一つの後側規制部は、前記後側被規制部の後側に位置し、前記後側被規
制部の後方への移動を規制しており、
　少なくとも一部の前記コンタクトの前記被固定部は、前記少なくとも一つの開口部を通
して視認可能である
コネクタを提供する。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　図１及び図３から図５までの図から理解されるように、保持部材５０は、嵌合部５２と
、保持部５４とを有している。保持部５４は、前保持部５６と、後保持部５８とを有して
いる。嵌合部５２は、上面５２０及び下面５２２を有し、舌状の形状を有している。嵌合
部５２は、前保持部５６から前方へ突出している。前保持部５６は嵌合部５２の後方に位
置している。上下方向において、前保持部５６のサイズは、嵌合部５２のサイズよりも大
きい。前保持部５６は、嵌合部５２を支持する支持部として機能する。後保持部５８は、
前保持部５６の後方に位置している。後保持部５８のサイズは、上下方向及び上下方向と
直交する横方向において、前保持部５６のサイズよりも大きい。後保持部５８は、シェル
３０に固定される被固定部として機能する。なお、本実施の形態において、横方向はＹ方
向である。また、本実施の形態において、保持部材５０は、下段のコンタクト４２と一体
成型される第１絶縁樹脂部と、上段のコンタクト４４と一体成型される第２絶縁樹脂部と
、第１樹脂部及び第２樹脂部と一体成型される第３絶縁樹脂部とから構成されている。但
し、本発明はこれに限定されない。保持部材５０は単一の絶縁樹脂部により形成されても
よい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　図１０に示されるように、組立完了後のコネクタ１０において、上下方向において上方
から見たとき、シェル３０の開口部３３２は、保持部材５０の開口部５８０と少なくとも
部分的に重なっている。これにより、上下方向において上方から見たとき、開口部３３２
の夫々を通して、下段のコンタクト４２のうち少なくとも一部のコンタクト４２の被固定
部４０４を視認することができる。本実施の形態において、各開口部３３２を通して、四
本の下段のコンタクト４２の被固定部４０４を部分的に視認することができる。視認され
る被固定部４０４の夫々について、少なくとも後端の一部を含む二辺が視認可能である。
また、本実施の形態では、シェル３０の付加的な開口部３３６も、上下方向において上方
から見たとき、保持部材５０の開口部５８０と少なくとも部分的に重なっている。これに
より、上下方向において上方から見たとき、付加的な開口部３３６を通して、下段のコン
タクト４２のうちの一部のコンタクト４２の被固定部４０４を視認することができる。本
実施の形態において、付加的な開口部３３６を通して、四本の下段のコンタクト４２の被
固定部４０４を部分的に視認することができる。視認される被固定部４０４の夫々につい
て、少なくとも後端の一部を含む二辺が視認可能である。その結果、本実施の形態におい
て、上下方向において上方から見たとき、開口部３３２及び付加的な開口部３３６を通し
て、下段のコンタクト４２のすべての被固定部４０４を目視することができる。換言する
と、下段のコンタクト４２の夫々の被固定部４０４は、開口部３３２及び付加的な開口部
３３６のいずれかを通して目視可能である。よって、コネクタ１０が回路基板７０に搭載
された状態において、下段のコンタクト４２の被固定部４０４が回路基板７０上の接続パ
ッドに適切に固定接続されているか否かを目視確認することができる。なお、本実施の形
態では、上下方向において上方から見たときに下段のコンタクト４２のすべての被固定部
４０４を目視できるようにしたが、本発明はこれに限られない。上方及び斜め上方の複数
の視点から開口部３３２及び付加的な開口部３３６を通してみたときに、下段のコンタク
ト４２のすべての被固定部４０４を目視することができればよい。なお、本実施の形態に
おいて、上段のコンタクト４２の被固定部４０４は、コネクタ１０が回路基板７０に搭載



(3) JP 2019-67726 A5 2020.8.13

された状態で、斜め後上方から視認することが可能である。
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